
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、自動車重量税の税額を一部変更するための税制改正法案が国会で 

審議されています。 



 

 

※法律案が３月中に成立した場合は、本年４月１日以降に自動車検査証の交付を受ける場合は新

税率の適用となりますが、施行日前の３月中に自動車検査証の交付を受ける場合は現税率が適

用になり、一旦納付された重量税は還付されませんので、ユーザーに十分な説明をお願いいたし

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

増穂町と鰍沢町が平成２２年３月８日に富士川町として合併することにより、会員工場の事

業者及び事業場の住所表示が変わります。 

そこで、自動車分解整備事業等の手続きについては、次の取り扱いとなりますのでご承知下

さい。 

 

《認証工場》 

    ①車両法第８１条に伴う事業者の住所、事業場の所在地の変更届 ➡ 不要 

    ②記録簿等に記載する所在地については、合併日をもって速やかに切り変えて下さい。 

 

《指定工場》 

①指定業務取扱要領第６条４項に伴う事業者の住所、事業場の所在地の変更届 ➡ 不要 

   ②保安基準適合証の指定事業場の所在地欄については、合併日交付分より速やかに切り変え

て下さい。 

   ③記録簿等に記載する所在地については、合併日をもって速やかに切り変えて下さい。 

 

 

 

町村合併に伴う変更の手続きについて 

３月１日   ３月１０日  ４月１日  ４月１０日      ５月１日

                           

                        

    有効期間 1 ヶ月前    有効期間満了日        

                        

    
 

  

                 

                      

    
 

  

  
  

  
           

         

       

       

     

 

  

          

          

          

          

       

 

 

  

 

 

 

 

1 ヶ月前からの申請 

３月中に申請 

（検査証の交付を受ける） 

４月以降に申請 

（検査証の交付を受ける） 

現税率 新税率 


